
 

2021年 6月 1 日 第 146 号 

地域活動に役立つ 初めてのスマホ講座  

意外と簡単、使うと便利！ 気軽にスマホを体験してみませんか？  

〈午前の部〉 

【日時】7月 16日（金）10:00～12:00(9：30から受付開始) 

【場所】東戸塚地域ケアプラザ 【定員】先着 20名(概ね 60歳以上のスマートフォンを初めて使う方)  

【参加費】無料 【持ち物】上履き ※講座では貸出機(スマホ)を使用します 

【申込み】6月 11日(金)から、東戸塚地域ケアプラザに電話か来館 Tel 045-８26-0925 

〈午後の部〉 

【日時】7月 16日（金）14:30～16:30(14：00から受付開始) 

【場所】とつか区民活動センター 【定員】先着１０名(概ね 60歳以上のスマートフォンを初めて使う方)  

【参加費】無料 ※講座では貸出機(スマホ)を使用します 

【申込み】6月 11日(金)から、とつか区民活動センターに電話か来館 Tel 045-８25-6773 

 

〈主催〉とつか区民活動センター・戸塚区役所  〈共催〉東戸塚地域ケアプラザ 

 

 

 

スキルアップ講座「『セルフチェック』で組織の課題を『見える化』」 
活動団体の組織基盤強化に役立つ講座です。セルフチェックシート「組織を支える17の視点」に回答した集計結果

から課題解決のヒントを発見して、組織の変化や改善につなげて下さい。 

あなたの組織の今を知ることで、より良い組織運営をめざしませんか？ 

【1回目】7月 10日（土）14:00～15：30 「セルフチェックの目的と効果」 

【2回目】10月 17日（日）14：00～16：00  「集計結果の読み取り方」  

【場所】とつか区民活動センター（7/10は Zoomオンラインでも受講可） 

【対象団体】NPO法人団体、または、法人に準ずるような組織運営がなされている地域活動団体 

【参加条件】7/10 と 10/17両日受講でき、シートへの回答が 5人以上で実施できること 

【定員】先着 10団体     【参加費】無料 

【申込】6月 11日(金)から申込フォーム（https://forms.gle/ajXy5i3XRfmkPfa37）より 

【問合せ】とつか区民活動センター Tel 045-８25-6773  ※詳細はセンターHP をご確認ください 

かながわボランタリー活動推進基金 21における 2021年度ボランタリー団体成長支援事業、とつか区民活動センター「スキルアップ講座」タイアップ企画 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

      ↑ 
ホームページへの 
簡単アクセスはこちら 

★ゆめのたね★ 
みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」 

地域
こ こ

から広がれ！ 

      みんなのワ（和・輪） 
 

とつか区民活動センターは、さまざまな市

民活動・生涯学習活動・ボランティア活動

の相談・情報提供や、講座・研修・交流会

などの実施、会議室など活動拠点としての

場の提供、印刷機・紙折機・コピー機・貸し

ロッカーなどの貸出しをしています。 

運営：NPO法人くみんネットワークとつか 

 
【編集・発行】 
とつか区民活動センター 
〒244-0805 横浜市戸塚区川上町 91-1 
モレラ東戸塚 3階 
TEL 045-825-6773  
FAX 045-825-6774 

 

4月号より「ゆめのたね発送先変更届」を同封して送付しています。 

新年度にあたりご担当者様の交代がございましたら、お手数ではございますが、電話、ＦＡＸ、メールにて、 

当センターまでお知らせください。また送付停止のご希望も、同様にご連絡をお願いいたします。 

 

午前と午後は、 

申込先が異なります。

ご注意ください。 

 

 

 

 

申込フォーム 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とつかハートプラン(戸塚区地域福祉計画)とは、「誰もが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実

現」を目指し、地域住民や福祉施設、ボランティア、みんなで力を合わせよりよい地域をつくるための計画です。 

とつかハートプランの推進を目的とし、その普及啓発に資する事業を対象とします。 
 

今年度から制度が変わり、「スタートアップコース」と「活動継続応援コース」の 2 コース制になりました。 

どちらか 1つを選んで申請できます。詳細については、配布されている令和 3年度応募要項を確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お知らせ 

●下記の活動は再開次第、ホームページ、情報紙ゆめのたね等でお知らせします。 

★「愛・あむ・クラブ」             ★「うちの茶の間」       ★「パソコンワンポイントアドバイス」  

★「区民が語らう広場」 (聴楽会)  ★ゆめのたね発送ボランティア   

●会議室の貸出備品機材に新しく 55 インチ(会議室 A)、42 インチ(会議室 B)モニターが加わりました。 

 ご利用の際はどうぞお声かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スタートアップコース 
 

●新しい活動を始めたい 

令和3年度に開始予定(令和4年3月までに) 

●活動が定着するまでの資金補助がほしい 

活動開始して 3年目までの事業 
 

例えば… 

・みんなが集える地域食堂、カフェを始めたい 

→食材費や調理用具購入など 

・公園でみんなで体操したい 

→ＣＤプレイヤーや救急セットの購入など 

 

 
●対象となる事業内容 

・とつかハートプランの推進に資する公益性の高い活動 

・とつかハートプランの普及啓発に協力する事業 

●対象となる条件 

  団体構成員が 5 名以上でその半数以上が区内在住・在勤・在学であること、活動の拠点が区内であるこ

と、自主的な活動を行うことを目指す団体であることなど 

●補助金の限度額:100,000円 ※上記コースで補助対象、補助率、回数等の条件あり 
 

【受付期間】令和 3年 4月 1日(木)～令和 3年 11月 30日(火) 

【応募方法】申請をご検討される場合は事前にご相談ください  応募要項は、戸塚区役所 61番窓口(福祉

保健課)、戸塚区社会福祉協議会(フレンズ戸塚)、戸塚区内地域ケアプラザ窓口で配布。 

【申込窓口】戸塚区役所 6階 61番窓口 福祉保健課 事業企画担当 

Tel 045-866-8424  to-tihukuho@city.yokohama.jp 

メール to-tihukuho@city.yokohama.jp 

 

とつかハートプラン補助金 募集のご案内 

活動継続応援コース 
 

●大切な活動を続けたい 

●活動をパワーアップしたい 

活動基盤の強化や活動継続を目的とした活動 

対象経費の 5分の 4 まで補助 
 

例えば… 

・活動者のスキルアップをしたい 

→勉強会や研修会の開催経費など 

・感染症対策を整えてサロンを再開したい 

→消毒や衛生物品、体温計購入など 

 


